
揚水機の吐出口の断面積 46cm2以下
ストレーナーの位置地表面下180m以深

第７章 地盤沈下 

 

地盤沈下の多くは、地下水の過剰な採取によ

り地下水位が低下し、粘土層が収縮するために

生じています。一度沈下した地盤はもとには戻

らず、沈下量は年々積算されていくこととなり

ます。このため年間の沈下量がわずかであって

も、長期的には建造物の損壊や洪水時の浸水増

大などの被害をもたらす危険性があります。 

そこで地盤沈下防止等を図るため、豊中市の

一部地域（右図参照）では工業用水法による規

制を、市内全域においては大阪府生活環境の保

全等に関する条例（以下「府条例」という。）

による規制を講じています。 

工業用水法による規制は、製造業、電気・ガ

ス・熱供給業に用いる地下水の採取について、

ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面

積について規制されており、豊中市内には６本

（休止２本含む）の許可を受けた井戸があります。（平成３０年４月１日現在） 

地下水採取規制地域 

 

工業用水法に基づく許可井戸（揚水設備）の状況       （単位：本） 

区   分 
平成29年12月31日 

現在の井戸本数 

平成30年 平成30年12月31日 

現在の井戸本数 許可井戸 廃止井戸 

大 阪 市 域 0 0 0 0 

北 摂 地 域 59 0 1 58 

東 大 阪 地 域 17 0 0 17 

泉 州 地 域 1 0 0 1 

合     計 77 0 0 76 

 

地盤沈下は広域的な監視が必要なことから、大阪府が規制と監視を行っています。地盤沈下の状況を把握

するため、大阪府域では、府条例による地下水揚水量の把握、観測所を設置し、地下水位、地盤変動量の常

時監視、さらに水準測量による地盤変動状況の面的な把握を行っています。 

地下水位、地盤変動量の状況を常時監視するため、大阪市では１１か所、大阪府では１５か所、計２６か

所で地下水位の常時監視を実施しており、そのうち、大阪市では４か所、大阪府では１１か所、計１５か所

で地盤変動量も監視しています。 
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地下水採取量は、工業用水法に基づく取水規制開始後に大きく減少し、その後東大阪地域及び泉州地域は

横ばいです。地下水採取量の減少とともに地盤沈下はほぼ横ばい傾向で推移し、地下水位は上昇に転じてい

ます。地下水位は、近年において横ばいまたはわずかに上昇の傾向を示しています。 

 

平成３０年 地下水位、地盤変動量常時監視の状況 

設置主体 地  域 
地下水位 地盤変動量 

観測所数 観測井戸数 観測所数※ 観測井戸数 

大阪市 大 阪 市 11 15 4 7 

大阪府 

北  摂 4 4 2 2 

東 大 阪 5 8 3 5 

堺  市 1 3 1 3 

泉  州 5 6 5 6 

大阪府計 15 21 11 16 

 合  計 26 36 15 23 

※地盤変動量の観測所数は、地下水位の観測所の内数。 
 

代表的な観測井戸における地下水位の推移は、下図（豊中は庄内幸町 4-29-1 第六中学校）のとおりで、

各観測井戸における地下水位は、昭和６０年（１９８５年）ごろまで上昇傾向がみられ、地下水の採取規制

等により地下水位が回復してきたためと思われます。その後も緩やかな上昇傾向で推移していましたが、東

大阪地域の長瀬、泉州地域の貝塚２においては、平成１０年（１９９８年）ごろから、地下水位の上昇傾向

が顕著になり、特に貝塚２においてはこの１０年間に１０ｍ以上上昇しています。（「大阪府域における地下水利用

及び地盤沈下等の状況について」（大阪府）より抜粋。） 

 
地 下 水 位 の 推 移 

50


	令和元年度版　豊中市の環境保全
	はじめに
	目次
	第１章　豊中市の概要
	第２章　環境保全の歩み
	第３章　大気汚染
	１.大気汚染の状況
	１）二酸化いおう
	２）二酸化窒素
	３）一酸化炭素
	４）浮遊粒子状物質
	５）光化学オキシダント
	６）微小粒子状物質
	７）非メタン炭化水素

	２．有害大気汚染物質
	３．気象測定結果

	第４章　水質汚濁
	第５章　土壌汚染
	第６章　騒音・振動
	第７章　地盤沈下
	第８章　悪臭
	第９章　ダイオキシン類
	第１０章　自動車公害
	第１１章　化学物質・PRTR制度
	第１２章　公害苦情
	資料編
	１．環境基準について
	２．環境基準の概要
	３．環境基準一覧
	４．環境保全行政年表
	５．用語解説





